
 

   

病院の概要 

当院は金剛生駒国定公園にあり、まわりは二上山や屯鶴峯など緑豊かな空気の

澄んだ所に位置しております。 

療養を目的に長期の入院をお受けしています。 

すべての職員が、「たとえ世界が明日終わりであっても、私はリンゴの樹を植

える」(ﾏﾙﾁﾝ･ﾙｯﾀｰ)のコトバに基づいたリンゴマークを理念として、入院された

患者様はもとよりご家族の皆様にも安心していただけるように、心のこもった

医療・看護・介護に努めております。 

診療科目 内科・神経内科・精神科 

病床数 医療保険病棟 306床 

入院医療の体制  当院は厚生労働大臣の定める、 

「療養病床」の届け出を行っている保険医療機関です。 

  

 

入院基本料に係る届出を下記の通り行っています。 

◎療養病棟入院基本料１（こんごう棟・かつらぎ棟・ふたかみ棟） 

入院基本料の 20 対 1 を算定しています。 

こんごう病棟では、 
1 日に 6 人以上の看護職員（看護師・准看護師）１日に 6 人以上の看護補助者（介

護職）が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

こんごう１（40 床）・こんごう２（36 床）・こんごう３（36 床） 

午前 8：45～午後 5：15 

看護職員（看護師・准看護師）5 人 介護職員 5 人 

看護職員１人当たりの受け持ち数は 8 人以内です 

介護職員１人当たりの受け持ち数は 8 人以内です 

午後 5：15～午前 8：45 

看護職員（看護師・准看護師）・介護職員 合計２人 

看護要員 1 人当たりの受け持ち数は 40 以内です。 

 

 

医療病棟 



 

   

かつらぎ病棟では、 
1 日に 6 人以上の看護職員（看護師・准看護師）１日に 6 人の看護補助者（介護

職）が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

かつらぎ３（40 床）かつらぎ４（40 床） 

午前 8：45～午後 5：15 

看護職員（看護師・准看護師）5 人 介護職員 5 人 

看護職員１人当たりの受け持ち数は 8 人以内です 

介護職員１人当たりの受け持ち数は 8 人以内です 

午後 5：15～午前 8：45 

看護職員（看護師・准看護師）・介護職員 合計 2 人 

看護要員 1 人当たりの受け持ち数は 40 人以内です。 

 

 

ふたかみ病棟では、 
1 日に 6 人以上の看護職員（看護師・准看護師）1 日に 6 人以上の看護補助者（介護

職）が勤務しています。なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 

ふたかみ１（34 床） 

午前 8：45～午後 5：15 

看護職員（看護師・准看護師）5 人 介護職員 5 人   

看護職員１人当たりの受け持ち数は 7 人以内です 

介護職員１人当たりの受け持ち数は７人以内です 

午後 5：15～午前 8：45 

看護職員（看護師・准看護師）・介護職員 合計２人 

看護要員１人当たりの受け持ち数は 40 人以内です。 

 

ふたかみ２（40 床）・ふたかみ３（40 床） 

午前 8：45～午後 5：15 

看護職員（看護師・准看護師）5 人 介護職員 5 人   

看護職員１人当たりの受け持ち数は 8 人以内です 

介護職員１人当たりの受け持ち数は 8 人以内です 

午後 5：15～午前 8：45 

看護職員（看護師・准看護師）・介護職員 合計２人 

看護要員１人当たりの受け持ち数は 40 人以内です。 

 

 

 

 

  



 

   

 

 

 

◎入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、 

褥瘡対策、栄養管理実施体制、 

意思決定支援及び身体的拘束最小化 
 

入院診療計画書 入院の際に医師、看護師等が共同して総合的な「入院診療計画」

を策定し、入院患者様等に対して文書等により説明いたします。 

院内感染防止対策 ＭＲＳＡ（メチシリン耐性黄色ブドウ球菌）による感染を防止す

るために、職員は消毒液を携帯し、委員会を定期的（1 ヶ月 1 回

以上）に開催する等、「院内感染防止対策」を行っています。 

医療安全管理体制 患者様の安全確保のため、事故発生時のマニュアル作成や事故の

報告体制を整備し、委員会を定期的（1 ヶ月 1 回以上）に開催す

る等、「医療安全管理体制」をとっています。 

褥瘡対策  院内に褥瘡防止対策委員会を設置し、日常生活自立度の低い患者

様について診療計画書を作成し褥瘡対策を行っています、又、体

圧分散マットレスを適切に選択し使用する体制をとっています。 

栄養管理実施体制 栄養管理計画書に基づき、常勤の管理栄養士と他関係職種が共同

して入院患者の栄養管理を行います。 

意思決定支援 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガ

イドライン」等の内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指

針を定めている。 

身体的拘束最小化 身体的拘束最小化対策に係る専任の医師及び専任の看護師から構

成される身体的拘束最小化チームが設置されている。 

 

◎入院時食事療養（Ⅰ）・入院時生活療養（Ⅰ） 

入院時食事療養または入院時生活療養に関する特別管理により食事の

提供を行っており、療養のための食事は管理栄養士の管理の下に、適

時（夕食は午後６時以降）適温（保温・保冷配膳車使用）で提供して

おります。喫食調査等で食事の質の向上と患者サービスの改善に努め

ています。 

 

◎経腸栄養管理加算 

適切な経腸栄養の管理と支援を行うにつき必要な体制を整えておりま

す。 

施設基準等 



 

   

◎診療録管理体制加算３ 

診療記録の管理を行う体制を整えております。 
 

◎データ提出加算１、３  

診療内容に関する質の高いデータが継続的かつ適切に提出できる体制

を整えております。 

 

◎療養病棟療養環境加算Ⅰ 

長期にわたる療養を行うにつき十分な構造設備を有しています。 

 

◎認知症ケア加算２ 

認知症による身体疾病の治療への影響が見込まれる患者様に対して、

認知症症状の悪化の予防に努め、身体疾病の治療を円滑にうけられる

よう、専門の研修を受けた看護師等を配置しています。 

 

◎脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ 

脳血管疾患・中枢神経疾患・神経疾患・神経筋疾患等の患者様に、基

本的動作能力の回復や社会的適応能力の回復等を目的として、治療上

有効であると医学的に判断された場合、個別にリハビリテーションを

行える体制をとっています。 

 

◎運動器リハビリテーション料Ⅰ 

運動器疾患等の患者様に、基本的動作能力の回復や社会的適応能力の

回復等を目的として、治療上有効であると医学的に判断された場合、

個別にリハビリテーションを行える体制をとっています。 

 

◎薬剤管理指導料 

患者様ごとに適切な薬学的管理を行い、薬剤師による服薬指導を行っ

ています。 

 

 

 

 

 



 

   

◎感染対策向上加算 3・連携強化加算 

院内感染対策を行い、更に院内に感染抑制チームを設置し、院内感染

状況の把握、抗菌薬の適正使用、職員の感染防止等を行い、医療機関

の感染防止対策の実施や地域の医療機関等が連携して実施する感染対

策の取組、新興感染症の発生時等に都道府県等の要請を受けて感染症

を受け入れる体制等を確保しております。 

 

◎CT 撮影及び MRI 撮影 

       16 列以上 64 列未満のマルチスライス CT を使用しています。 

 

◎外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ） 

 入院ベースアップ評価科 21 

       産業全体で賃上げが進む中、医療現場で働く方々の賃上げを行い、 

人材確保に努め、良質な医療提供を続けることができるようにするため

の取り組みです。 

  



 

   

 

 

（前期・後期）高齢者医療 
   

一 部 負 担 金  定率１～３割負担  
※入院日数等により月額上限が定められています 

入院時生活療養費  食費標準負担額 １食につき 510円 

居住費   １日につき 370円 

※一定の所得に満たない方は、軽減措置がありますので、地域連携課にお尋ねください。 

 

 

 

 

 

◎室 料 （1日の室料差額）   

個室           

33,000円 （こんごう棟） 113号室 
27,500円 （ふたかみ棟） 211号室・311号室 

  
16,500円 （かつらぎ棟） 303号室・304号室・403号室・404号室 

 （ふたかみ棟） 212号室・312号室 
 （こんごう棟） 112号室 

 

12,100円 （こんごう棟） 104号室・105号室・201号室・202号室 
301号室・302号室 

 11,000円 （ふたかみ棟） 105号室・106号室 
 

準個室 
8,250円 （かつらぎ棟） 301号室・302号室・313号室・ 

405号室・406号室・413号室 
 （ふたかみ棟） 206号室・306号室 

 
7,700円 （こんごう棟） 205号室・305号室 

 

※ご利用の時はご相談ください。但し、治療上必要なときは、費用徴収いたしません。 

 

◎おむつ代 （紙おむつ・紙パンツ・尿パッド ）  

 終日 1 日 1,080 円   1 カ月（30 日）32,400 円 

       半日 1 日 550 円 1 カ月（30 日）16,500 円 

  

入院費用について  

保険外負担料金（税込）  

令和 7 年 6 月 1 日 



保険外負担料金 

当院では、療養の給付と直接関係のないサービス等については保険外負担をお願いしております。身の

まわりの衛生環境の向上と、ご家族の負担を軽減することを目的とし、入院時に準備していただく衣類

やタオル、日用品類等、をレンタルしていただく有料のサービス、「リース日用品セット」もご準備して

おります。「リース日用品セット」をご利用いただくことで、病衣やタオル、日用品等のお持ち込みが不

要になります。また患者さまには常に清潔で安全な物を使用いただけるので安心です。 
 

リース日用品１日料金（税込） 
 
 

 リース日用品セット料金 日額 1,240 円 

 
 

 療養衣（日中着） 600 円  フェイスタオル 30 円 

 シャツ 80 円  ペーパータオル（陰部洗浄用） 120 円 

 パンツ 45 円  バスタオル 30 円 

 ステテコ 70 円  タオルケット 45 円 

 ベスト 130 円  食事用エプロン 170 円 

 靴下 25 円  ストロー付マグカップ 15 円 

 歯ブラシ 22 円  コップ 35 円 

 舌ブラシ 40 円  コップのふた 35 円 

 歯磨き粉 10 円  ガーグルベースン（うがい受け） 20 円 

 義歯洗浄剤 39 円  義歯ケース 30 円 

 ティシュペーパー 10 円  楽のみ 67 円 

 ウエットティッシュ 1袋 100 円  くし・ブラシ 10 円 

 
リンス in シャンプー・ 

ボディソープ 
20 円 

 室内履き 45 円 

 ひざ掛け 170 円 

 おしぼり 130 円×4  合 計（日額） 2,533 円 

                  
  



   
種  類 金額（税込） 備  考 

  
 身体障害者手帳用診断書 

7,700 円 
肢体不自由のみ 

  
 精神障害者保健福祉手帳用診断書   

  
 成年後見用診断書 

5,500 円 

  

  
 特定疾患・新規 臨床調査個人票   

  
 簡易保険障害診断書   

  
 生命保険会社の障害診断書   

  
 施設入所用診断書   

  
 介護保険の在宅サービス用診断書   

  
 学校入校用診断書   

  
 障害年金用診断書   

  
 障害状態確認届   

  
 死亡診断書（初回） 死亡届用 直筆署名時は押印不要 

  
 指定用紙のない診断書（当院様式） 

3,300 円 

  

  
 簡易保険入院証明書・診断書   

  
 生命保険会社の入院証明書・診断書   

  
 特定疾患・更新 臨床調査個人票   

  
 特定疾患重症患者認定用   

  
 障害者・特別障害者 

 控除対象者認定用意見書 

  

  
 死亡診断書（2 回目以降）   

  
 おむつ使用証明書 

2,200 円 
  

  
 マイナンバー証明書   

  
 支払い証明書 

550 円 
１通につき 

  
 レントゲンフィルム・CDーR １枚につき 保険会社提出用に限る 

  
 文書謄写 55 円 １枚につき 保険会社提出用に限る 

  
 面談料（1 時間以内） 5,500 円 保険会社面談 

  
 面談料（1 時間超、1 時間毎） 3,300 円 保険会社面談 

  
 診療録開示 手数料（閲覧含む） 3,300 円 １申請につき 

  
 診療録開示 要約書 5,500 円 １通につき 

  
 診療録開示 謄写 診療録 33 円 １枚につき 

  
 診療録開示 謄写 レントゲンフィルム 550 円 １枚につき 

  
  理容代 2,500 円   

  
  エンゼルセット 9,900 円   

  
  エンゼルケア 15,400 円   

  
インフルエンザワクチン予防接種 4,000 円   

 
コロナワクチン接種 未定  

 
肺炎球菌ワクチン予防接種 7,000 円  

 
帯状疱疹ワクチン予防接種 未定  

 

保険外費用 金額一覧表 
 

令和 7 年６月 1 日現在 



 

   

 

 

 

 

医師、看護師、ケアワーカー（看護補助者）により 24 時間の看護介護体制で行ってお

りますので、付添の必要はありません｡尚、付添については、患者様またはご家族様が

希望される場合に限って、医師の治療上および看護師の判断により、ご家族のみ必要

最小限許可されることがあります。 

 

 

 

 

 

 

午前１０時～午後７時 

患者様の安静および保安上、面会時間を必ずお守りください。 

面会に来られたときは、各病棟にある面会簿にご記入ください。 

 

 

 

 

 

当施設のサービスについて、ご不明の点や疑問、苦情、ご要望等がございましたら 

相談苦情窓口として、下記の職員が担当しておりますのでお気軽にご相談ください。  

担当者      地域連携課 相談員  

 

受付日時  月～土曜日  9：00～17：00（但し、祝日・12/29～1/3 を除く） 

 

面 会 

サービス内容に関する相談、苦情窓口 

入院中の生活  




